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2024年度  事 業 報 告 書 
 

  2024年  4月  1日から  2025年  3月  31日まで 

 
特定非営利活動法人ASIAN PEOPLE‘S FRIENDSHIP SOCIETY 

 
 

 １ 事業の成果 

 2024年度は、活動の柱である相談事業を引き続き行った。相談事業をベースに、食品、医療費、教育

費の生活支援事業で助成金を取り、特に困窮する外国人家族に対して相談と共に直接的な支援も行っ

た。 

 2024年9月には講座「ミャンマーの今を知りたい」を開催し、主に日本人参加者に対し、クーデター

後のミャンマーの現状を、現地をよく知る日本在住のミャンマー人に語ってもらった。また同年12月に

は「在住外国人無料医療相談会」を医師の協力の下で行ない、体に不調を感じても費用や言葉の壁で医

療機関に行けない外国人が、適切な医療につながるよう紹介状発行や病気の説明などを行った。 

 APFSの活動や在住外国人の抱える問題などをより広く知っていただくために、大学生・大学院生（立

教大）や学会（社会文化学会）などを事務所で受け入れ、活動内容などの説明を行った。また、「多文

化研究会」のフォーラムにスピーカーとして参加し、団体紹介の機会を得た。 

  

2 事業の実施に関する事項 

  （１）特定非営利活動に係る事業  
 

事業名 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

支出額 
（千円） 

 

 多民族・多文化

社会を目指したｼ

ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑや文化交

流ｲﾍﾞﾝﾄの開催に

よる啓発事業 

 
 講座「ミャンマーの 
今を知りたい」開催 

 
2024年9月 
 

 
 
 

 
板橋区施設 

 
 5人 
 
 
 
 
 

 

 
関東圏在住の
約20名 

 
 

  
 37 
 

 

在住外国人の基

本的人権擁護の

ための提言活動 

 

SNS(facebook等)、 

メディア取材などを 
通じた在住外国人の抱え
る人権問題の訴えかけ 

 
  
 

 

 
2024年4月～ 
 2025年3月 
 

 
 
 

 
板橋区内 
団体事務所 
 
 
 
 

 
5人 

 
 
 
 
 

  

国内外の不特定

多数 

 
 100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

在住外国人に関
する調査・研究
事業 

  

 実施せず 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 0 

 

 

 

在住外国人を対
象とした無料検
診の実施 

 
「在住外国人無料医療 
相談会」実施 

 
 

 
板橋区内 
団体事務所 
 

 
 

 

関東圏在住の外

国人約20名 

 

 
59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 
 
 
 

 
在住外国人に対
する相談事業 
 
 

 

 

国内外の関連団
体との情報交換
及びﾈｯﾄﾜｰｸ構築
事業 

 
主に首都圏在住の外国人 
対象の来所・電話・ﾒｰﾙ
による生活・在留等の 
相談事業及び関連した 
生活支援事業 
 
在日ミャンマー人との 
交流・情報収集 

 

 
月・火 

・金曜 
 

 

 
 
 
2，3か月に 
1度 

 

 
板橋区内 
団体事務所 
 
 

 
 
板橋区内 
団体事務所 

 

 
6人 

 
 
 
 
 
 
1人 

 
 
 
 
 

 

 

首都圏在住の 

外国人 

年間約100人 

 
 
 

 
在住外国人 
不特定多数 

 

 

  
1445 
 
 
 
 
 
  
 80 
 
 
 
 
 
 

  


